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地方自治確立対策委員会
全国知事会会長挨拶

9:00 11:00平成１５年５月１６日（金） ～
都道府県会館 ３階 知事会会議室

おはようございます。全国知事会会長の土屋でございます。
、 、 。本日は 早朝よりご出席を賜りましたことを まずもって厚く御礼申し上げます

ここに、地方六団体を代表いたしまして、皆様方に心を込めてご挨拶を申し上げま
す。

委員の皆様方には、この度「地方自治確立対策委員会」の委員にご就任いただく
ことをお願い申し上げましたところ、何かとご多用中にもかかわらず、快くお引き
受けいただきましたことに、心から感謝申し上げます。皆様方のように、高いご見
識と豊かなご経験、そして何よりも使命感と熱意をお持ちの、立派な方々をお迎え

、 、 。することができましたことは 全国の自治体にとりまして 大きな喜びであります

さて、委員の皆様方もご承知のとおり、現在、地方自治を取り巻く情勢は、分権
型社会の実現に向けた様々な制度改革が進む中、大きく変わろうとしております。
平成十二年四月に地方分権一括法が施行され、国と地方の関係は、上下・主従の関
係から、対等・協力の関係となることが法律で位置づけられました。しかし、実態
は、全く変わっておりません。特に税の配分では、国が六、地方が四であるのに、
実際の仕事は地方が六、国が四となっております。私も、機会あるごとに、国に対
しまして 「事務や権限の移譲だけではなく、それに見合った財源を与えなければダ、
メですよ」と申し上げております。自主財源である地方税収入を充実し、国からの
依存財源をできるだけ縮減し、自主・自立という、地方分権にふさわしい税財源の
充実強化を進めなければなりません。

一方、この税財源問題に関しまして、昨年来、急に、地方交付税における財源保
障機能の廃止・縮小という議論が出てまいりました。
これにつきましては、地方六団体が 「分権型社会にふさわしい、国と地方の役割、

分担に見合った、地方税財源の充実確保を」という主張をしてきたことに対する、
反論として出てきたように感じております。

地方六団体は、小泉総理大臣の骨太の方針における「地方にできることは地方に
委ねる」という原則に大賛成であり、なおかつ、三位一体の改革にも賛成をしてお
りますが、この財源保障をやめて地方分権を進めるということについては、断固、
反対であります。

財源保障をせずに地方分権を進めようということは、仕事だけを地方に委ねると
いうことで 「地方にできることは地方に委ねる」ではなく 「地方にできないこと、 、
を地方に押し付ける」ということになりかねません。

三位一体の改革は、国と地方の役割分担に応じた、税源移譲等による地方税財源
の充実強化をその基軸とすべきと考えます。

地方の税財源の充実強化は、地方側が独自に一方的に主張しているものではあり
ません。

平成十一年七月の地方分権一括法案の国会審議におきましても、残された課題で
あるということで、衆議院において「国と地方公共団体との役割分担に応じた地方
税財源の充実確保の方途について、必要な措置を講ずるものとする 」との附則が修。
正、追加されており、また、参議院の行財政改革・税制等に関する特別委員会にお



- 2 -

いても、地方税財源充実確保策について抜本的な検討を行うことを趣旨とする附帯
決議がなされております。

これらの決議等に反する方向で議論が進むということは、国権の最高機関である
国会を無視したものと言わざるを得ません。
さらに、平成十三年六月の地方分権推進委員会の最終報告におきましても 「第二、

次分権改革の始動に向けて」ということで、地方税財源の充実確保方策についての
提言がなされているところであります。

役割分担に応じた地方税財源の充実強化は、国、地方の共通の課題であると受け
止めております。

ところが、最近報道されている地方分権改革推進会議の試案では、税源移譲につ
いては先送りしながら、地方交付税については、その財源保障機能の廃止・縮小が
出されているようであり、これでは、地方分権の名の下に、国の地方への財源保障
責任を放棄し、国の財政破綻の責任を地方に一方的に押し付けようとする議論が行
われていると言わざるを得ません。

我々、地方六団体が地方分権で考えてきた議論と全く逆行しております。分権会
議は本来、分権改革を進め、そのための地方税財源の充実確保を議論していただく
場として我々は期待しておりました。

分権会議には、こうした我々の期待を真摯に受け止めていただき、分権改革を推
進し、地方税財源を充実強化する議論を積極的に展開されることを強く要望いたし
ております。

こうした中、地方六団体におきましては、地方公共団体の総意である「真の地方
分権の推進」に資する観点に立って、三位一体の改革のあり方等について、各界を
代表する皆様方の御審議をいただき、地方側から世に問う場を設けることが必要で
あるとの認識で一致いたしました。このため、私から事務当局に設立の準備を指示
いたしまして、今回 「地方自治確立対策委員会」のスタートとなったものでござい、
ます。

、 、 、 、 、委員の皆様方には どうか 国民 住民の意識に即し 個性豊かで活力に満ちた
自主・自立の分権型社会を実現するために、お力をお貸しください。

私は、国と地方は、対立するのではなく、対等・協力の関係に立ち、お互いに切
磋琢磨して、真の地方自治の振興を図ろうと考えているものでございます。

私たち地方団体関係者も、皆様方と積極的に意見交換をさせていただき、現在の
地方分権改革が、地方の意見を反映したものとなるよう、引き続き全身全霊を傾け
てまいる決意でございます。

委員の皆様方の自由闊達な御審議を期待申し上げますとともに、甚だ勝手なお願
いではございますが、期間的な制約がある中で 「真の地方分権の推進」につながる、
実り多い御提言を、適時適切な機会にいただけますことを、心から希望いたしてお
ります。

結びに、皆様方の御健勝と、ますますの御活躍を祈念申し上げまして 「地方自治、
確立対策委員会」設置に当たりましての、私の挨拶とさせていただきます。


